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みやま市長職務代理者を指定します 
 

 

みやま市長 松嶋 盛人は、２月９日から２月２１日までの間、入院します。 

この間、地方自治法第152条第1項の規定により、副市長 森田 泰平がみやま

市長の職務を代理します。 

市が発行する各種証明書や通知書などは、みやま市長職務代理者名での発行と

なります。 

 なお、職務代理者指定の告示は2月4日付となります。 

 

 

〇市長の職務を代理するもの 

   みやま市長職代理者 みやま市副市長 森田 泰平（もりた たいへい） 

 

 ○市長の職を代理する期間 

   ２月９日（月）～2月 21日（土）  13 日間 

              

 

  

 

                                      


